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資資源源循循環環のの推推進進  

～～持持続続可可能能なな循循環環型型社社会会をを目目指指ししてて～～ 

 

私たちが暮らす社会は、人口減少・少子高齢化や自

然災害の頻発・激甚化、気候変動の進行、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大など、大きな変化の中にあ

ります。 

資源循環を巡る情勢の変化も著しく、大量生産・大

量消費の生活を見直し、国連サミットで採択された

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を達成するため、

国をあげて、食品ロスの削減や海洋プラスチックごみ

対策などに取り組むことが必要な時代となっています。 

私たちは、こうした時代の潮流を的確にとらえるとともに、これまで培ってきた知

恵や技術などを生かして、限りある資源を有効に利用する「持続可能な循環型社会」

の実現を目指していかなければなりません。一人ひとりが「生産」や「消費・使用」

などのモノのライフサイクルにおいて廃棄物をできる限り発生させないよう取り組

み、どうしても発生する廃棄物は貴重な資源としてとらえてリサイクルを進めるなど、

社会経済活動において資源が循環する体制を構築していくことが求められています。 

また、資源循環を進める上では、平時はもちろんのこと、災害時においても迅速・

円滑に適正処理が行われる処理体制の確保が必要であり、現在の豊かな社会を支えて

いる廃棄物処理やリサイクルの分野を産業として振興し、将来にわたって地域の活力

として維持していかなければなりません。 

これらのことを踏まえ、本計画では、目指すべき 10 年後の将来像を定め、その実

現に向けて、「ライフサイクル全体での資源循環の推進」をはじめとする４つのテー

マを掲げ、施策を推進して参ります。 

直面する新たな課題に対して柔軟に対応し、資源循環の施策を積極的に推進するこ

とで、持続可能な循環型社会の実現に向けて取り組んで参りますので、皆様の御理解

と御協力を心よりお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 
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第第１１章章  ははじじめめにに  

１１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

本県では、平成 28（2016）年３月に「栃木県廃棄物処理計画」を策定し、廃棄物の減量及

び適正処理に関する施策を展開し、持続可能な循環型社会の形成に向け取り組んできました。 

この間、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の考え方のもと、

国では、循環型社会を優先課題の一つとして位置付け、食品ロスの削減や海洋プラスチック

ごみ対策を進めるなど、資源循環を巡る情勢は大きく変化してきました。 

また、地球温暖化など気候変動への対策や、頻発する大規模災害によって発生する災害廃

棄物の処理、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を講じつつ社会経済活動を進めていく

「新たな日常」への対応も喫緊の課題となっています。 

加えて、本県は、令和４（2022）年に開催する「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」を

環境に配慮した大会とすることを目指しており、全国からの多数の来場者への対応も含め、

一層の取組の推進が求められています。 

こうした状況を踏まえ、引き続き廃棄物の減量及び適正処理を図りつつ、新たな課題にも

柔軟に対応し、資源循環のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、新たな廃棄物処

理計画を「栃木県資源循環推進計画」として策定するものです。 

 

２２  計計画画のの位位置置付付けけ  

この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に基

づき、環境大臣が定める基本方針 ※

＊（以下「基本方針」という。）に即して、本県の廃棄物

処理に関する施策の基本的事項を定めるものであるとともに、「栃木県環境基本計画」の部

門計画として位置付けられるものです。 

 

 

  

３３  計計画画期期間間  

この計画は、おおむね 10 年後を見据えた上で、令和３（2021）年度から令和７（2025）

年度までの５か年間を計画期間としています。 

  

  

  

 
＊ 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（平

成 28年環境省告示第７号） 

小型家電

リサイクル法

建設

リサイクル法

食品

リサイクル法

栃木県プラスチック資源循環推進条例

容器包装

リサイクル法

家電

リサイクル法

自動車

リサイクル法

栃木県資源循環推進計画
廃棄物処理法

（廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るための基本的な方針）

資源有効利用促進法

とちぎ未来創造プラン

栃木県環境基本計画 栃木県環境基本条例 環境基本法

循環型社会形成推進基本法
（第四次循環型社会形成推進基本計画）
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